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女子差別撤廃委員会
最終見解（第９回報告）



女子差別撤廃条約（CEDAW）について（概要）

女子差別撤廃条約

男女の平等や女性に対する差別の撤廃に関する基本的かつ包括的な条約。条約の締約国は、政治
的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野における女性に対するすべての差別を禁
止する適当な立法その他の措置をとること等が規定されている。

第１条 条約における差別の定義
第２条 締約国の差別撤廃義務
第３条 女性の能力開発・向上の確保
第４条 事実上の平等を促進するための差別

とならない特別措置
第５条 男女の特性・役割論の克服
第６条 女性の売買・売春からの搾取の禁止
第７条 政治的・公的活動における平等
第８条 国際的活動への参加の平等
第９条 国籍に関する法的平等

第10条 教育における差別撤廃
第11条 雇用における差別撤廃
第12条 保健における差別撤廃
第13条 経済的・社会的活動における差別撤廃
第14条 農村女性に対する差別撤廃
第15条 法の前の男女平等
第16条 婚姻・家族関係における差別撤廃
第17条～30条 女子差別撤廃委員会の設置、

女子差別撤廃条約実施状況報告の作成義務、
発効要件その他

条約の採択・発効

１９７９年１２月１８日 第３４回国連総会において採択
１９８１年 ９月 ３日 発効

我が国の署名・批准

１９８０年 ７月１７日 署名（デンマークで開催された国連婦人の十年中間年世界会議の際、
 高橋展子駐デンマーク大使が署名）

１９８５年 ６月２５日 批准

締結国数

１８９か国（２０２５年３月現在）



女子差別撤廃委員会による審査について

 女子差別撤廃条約の締約国は、同条約の実施のためにとった立法、司法、行政その他の措置等について、女子差

別撤廃委員会（Committee on the Elimination of Discrimination against Women：CEDAW）の審査を受け、同委員会

は当該審査を踏まえ、締約国に対し「肯定的側面」及び「主な懸念事項と勧告」等を含む最終見解を発出することと

なっている。最終見解は法的拘束力を有するものではないが、条約の積極遵守の観点から、その内容等を十分に

検討した上、適切に対処していく必要がある。

 第９回審査（今回）

2021年９月 日本政府から同委員会に対して、質問票に対する書面回答（第９回報告）を提出

2024年10月  同委員会による対日審査実施（１７日）、同委員会の最終見解公表（２９日）

 懸念事項及び勧告のテーマ（参考資料02-1参照）

条約の可視性及び選択議定書の締結
女性差別の定義と差別的法律
女性・平和・安全保障
領土外における国家の義務 
女性の司法アクセス 
女性の地位向上のための国内本部機構 
国内人権機構 
暫定的特別措置
ジェンダーに関する固定観念 
女性に対するジェンダーに基づく暴力 
人身取引と売買春による搾取 
慰安婦 
政治的及び公的活動への平等な参画
教育 

雇用
健康
女性の経済的エンパワーメント
農村漁村女性
不利な状況にあるグループの女性
気候変動と災害リスクの低減
結婚と家族関係
データ収集と分析
北京宣言・行動綱領
普及
その他の条約の締結
最終見解のフォローアップ
次回報告書の作成



主な地方公共団体関係の懸念・勧告（抜粋）

「女性の地位向上のための国内本部機構」 （勧告）

20(a) ・・・ジェンダー平等政策及び戦略の実施における一貫性を監視及び確保するために、全国の都道府県及び地域において対応する

部署を設立する。

20(b) ・・・都道府県及び市町村 レベルを含む行政運営の全てのレベルでジェンダーに対応した予算編成を進展させる。

「政治的及び公的活動への平等な参画」（懸念）

35(a) 政治的及び公的活動、特に・・・地方公共団体・・・における意思決定の地位に占める女性の割合が依然として低いこと。

「農山漁村」（勧告）

46(a) 農山漁村開発プロジェクトの採択、実施、経済的利益において、農山漁村女性が意思決定レベルで平等かつ包括的に代表されるた

めの障壁を取り除く。

「気候変動と災害リスクの軽減」（懸念）

49 委員会は、中央環境審議会の小委員会に50％の女性委員がいるという情報を歓迎する。 しかしながら、中央防災会議及び地方レベル

の防災会議における指導的地位への女性の参画の程度が低いことを、懸念をもって留意する。

「普及」（勧告）

56 委員会は、締約国に対し、本最終見解の完全な実施を可能にするため、本最終見解が、締約国の公用語で、全てのレベル（国、都道

府県及び市町村）の関係国家機関、特に政府、国会及び司法当局に適時に周知されることを確保するよう要請する。



参考資料

（配布参考資料）

 第９回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解（仮訳）

 我が国の女子差別撤廃条約実施状況報告に対する最終見解について ※最終見解の概要

（男女共同参画局HP等）

 条約に関するトップページ https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/index.html

 条約概要 https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/kjoyaku.html

 条約全文 https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/joyaku.html

 条約紹介映像 https://wwwc.cao.go.jp/lib_008/teppai/jyosisabetsu_300k.html

https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/index.html
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/kjoyaku.html
https://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/joyaku.html
https://wwwc.cao.go.jp/lib_008/teppai/jyosisabetsu_300k.html

